
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

大和町役場 子ども家庭課 保育支援係 
〒981-3680 大和町吉岡まほろば一丁目 1 番地の 1 

TEL:022-345-7503（直通）FAX:022-345-7240 

ホームページ https://www.town.taiwa.miyagi.jp 

大和町イメージキャラクター アサヒナサブロー 
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1．利用できる施設について                                 

大和町では保育施設（認可保育所・小規模保育所・事業所内保育所・認定こども園（保育部分））と、教育

施設（認定こども園（教育部分））があります。 

各施設類型の特徴などは次のとおりです。 

 

＜保育施設等の種類について＞ 

 施 設 類 型 特  徴 対象年齢 必要な認定 

保

育

施

設

 

認可保育所（園） 

保護者の就労や病気などの理由により家庭で児童の

保育が出来ないとき、家庭に代わって保育を実施する児

童福祉施設です。 

0 歳から 

就学前 

2・3 号認定 

（保育認定） 

認定こども園 

（保育部分） 

幼保連携型 

教育・保育を一体的に行い、保育所の機能と幼稚園

の機能をあわせ持つ施設です。 

満３歳以上のお子さんについては、保護者の就労等

の状況が変わっても、利用のための認定を変更すること

で、通い慣れた園を継続して利用できます。 

0 歳から 

就学前 

幼 稚 園 型 
3 歳児から 

就学前 

小規模保育事業所 
少人数（19 人以下）を対象に、家庭的保育に近い

雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う施設です。 

0 歳から 

2 歳児まで 

事業所内保育所（地域枠） 

事業所の従業員のお子さんを対象として保育を行う施

設ですが、地域枠として大和町のお子さんの受入も行っ

ています。 

その他の特徴は、小規模保育事業所と同様です。 

0 歳から 

2 歳児まで 

教

育

施

設

 

認定こども園（教育部分） 

保護者の就労状況等に関らず利用が可能で、幼児

教育を行います。 

預かり保育が利用できます。 

その他の特徴は認定こども園(保育部分)と同様です。 

満 3 歳から 

就学前 

1 号認定 

（教育認定） 
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2．認定について                                         

■利用のための認定（教育・保育給付認定）について 
保育施設等を利用するためには、事前に大和町から認定（教育・保育給付認定）を受ける必要があります。 

認定区分 
児童の 
年齢 

保育の 
必要性 

保育の必要量 
保育所等利用料 

利用できる施設 申込先 
保育料 食材料費 

1 号認定 

（教育認定） 
満３歳以上 なし なし 無 有 

認定こども園 

（教育部分） 
利用希望施設 

2 号認定 

（保育認定） 
３歳以上 

あり 
保育標準時間 

保 育 短 時 間 

無 有 
認可保育所 

認定こども園 

（保育部分） 

小規模保育所 

事業所内保育所 

子ども家庭課 

3 号認定 

（保育認定） 
３歳未満 有 無 

 

＜保育認定の事由＞ 

保育施設を利用できる児童は、大和町に住所があり、保護者が下記のいずれかの事由に該当する方です。 

就 労 

児童の保護者が月64時間以上仕事をしている場合 

・入所日時点で育児休業中の場合は、入所日から1か月以内の復職が必要。 

例）4月1日入所 ⇒ 5月1日までに復職 

妊娠・出産 
児童の母が出産前後の場合 

・出産予定日を基準として、産前8週前と産後8週後を経過する日が属する月の末日まで 

疾病・障害等 児童の保護者が病気や負傷等の疾病、または心身に障がいがある場合 

介護・看護 

児童の家庭に介護が必要な高齢者や、疾病が長期にわたっている人、心身に障がいのある人、小児慢性

疾患に伴う看護が必要なきょうだいがおり、月64時間以上保護者がいつもその同居又は長期入院・入所

している親族の介護・看護にあたっている場合 

災 害 復 旧 震災、風水害等その復旧にあたっている場合 

求 職 活 動 

児童の保護者が求職活動中の場合（起業準備を含む） 

・新規入所の場合→入所日から90日を経過する日が属する月の末日まで 

・保育施設を利用中の場合→退職日の翌日から90日を経過する日が属する月の末日まで 

就 学 児童の保護者が月64時間以上就学している場合 

虐待やＤＶのおそれがある場合 

既に保育施設を利用している児童の母が出産し育児休業を取得した場合 

・原則、出生児童が満1歳に達する日の前日まで 

・出生児童が満1歳に達する日の前日時点で最終学年（5歳児）である児童の場合は、年度末まで 

・待機となり育児休業を延長した場合は、満1歳到達後も育児休業の延長期間内のみ継続利用が可能とする 

その他、上記に類する状態として町が認める場合 
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■保育必要量（利用可能時間）について 

保育認定区分により保育の必要量（施設の利用時間等）が異なり、勤務時間や通勤時間等保育を必要とする

時間に応じて利用ができます。※保育時間外の利用は延長保育（料金別途負担）となります。 

（1）保育標準時間（保育時間最大 11 時間まで）:原則保護者の就労時間が月 120 時間以上 

（2）保育短時間（保育時間最大 8 時間まで）:原則保護者の就労時間が月 64 時間以上 120 時間未満 

※ 保育を必要とする事由等が父母でそれぞれ異なる場合は、保育必要量は少ない方に合わせます。 

※ 月 120 時間未満であっても、正当な理由（通勤時間の都合等）がある場合は、申出により標準時間認定を  

受けることも可能です。 

※ 保育を必要とする事由が就労以外の方は、P28 を参照してください。 

 

■無償化のための認定（子育てのための施設等利用給付認定）について 

認定こども園（教育部分）を利用しながら教育時間終了後に保育を必要とする場合、事前に認定（子育てのため

の施設等利用給付認定）を受けると無償化の対象となります。認可保育所や認定こども園を利用する際に必要となる

「教育・保育給付認定」と区別するために、「子育てのための施設等利用給付認定」の認定区分を「新 2 号認定」または「新

3 号認定」と表記します。 

区 分 対 象 者 

新 2 号認定 3 歳以上（年少クラス以上）・保育の必要性有 

新 3 号認定 ０歳児～満 3 歳児・保育の必要性有・住民税非課税世帯 

※ 申込先は利用する施設となります。 

※ 預かり保育については P11 に記載しています。 

 

■利用可能時間のイメージ 
認定区分・保育必要量ごとの利用可能時間はおおむね次のようになります。 

     7:15  8:15  9:00     14:00  16:15   18:15  19:15  

                                   

 
保育短時間認定 

（2・3 号認定） 
延長保育 保育短時間認定（最大で 8 時間） 延長保育 

  

                                   

 
保育標準時間認定 

（2・3 号認定） 
保育標準時間認定（最大で 11 時間） 延長保育 

  

                                   

 
教育認定 

（1 号認定） 
預かり保育 

教育標準時間認定 

（各施設の設定時間） 
預かり保育 

  

                                   

※ 実際の開園時間は施設によって異なります。P8・P9 に記載しています。 
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3．保育施設の利用について（2・3 号認定）              
■利用手続きについて 

（1）申込から利用決定までの流れ 

 第 1 回利用調整 第 2 回利用調整 第 3 回利用調整 
年度途中 

（令和 8 年 5 月以降入所） 

受 付 

期 間 

令和７年10月１日(水)～ 

令和７年10月31日(金) 

令和７年11月４日(火)～ 

令和８年２月10日(火) 

令和８年２月17日(火)～ 

令和８年３月10日(火) 
下記（2）のとおり 

月曜日から金曜日（ただし祝日を除く） 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

受 付 

場 所 
大和町役場 子ども家庭課（杜の丘出張所では受付できません。） 

利 用 

調整枠 
新規受入可能枠の 9 割程度 

新規受入可能枠の残り 1 割 

程度＋第 1 回目の辞退枠 
第 2 回目までの辞退枠 年度途中の空き枠（随時） 

内定通知

または 

保留通知

の送付 

令和７年 12 月下旬 

内定の場合：郵送 

保留の場合：郵送 

令和８年 2 月中旬 

内定の場合：郵送 

保留の場合：郵送 

令和８年 3 月中旬 

内定の場合：電話 

保留の場合：郵送 

申込締切後各月中旬 

内定の場合：電話 

保留の場合：郵送 

内定者 

面談 

令和８年１月中旬頃までに

内定施設において実施 

令和８年２月下旬頃までに 

内定施設において実施 

令和８年３月下旬頃までに

内定施設において実施 

利用開始前月下旬頃までに 

内定施設において実施 

承諾書 

及び 

支給認定

通知書の

送付 

令和８年１月下旬～ 

2 月上旬 
令和８年３月上旬 令和８年３月下旬 利用開始前月下旬 

 

（2）年度途中（令和８年５月以降利用開始）の受付期間一覧 

利用開始日 受付期間 利用開始日 受付期間 

5 月 1 日 3月18日（水）～ 4月10日（金） 11 月 1 日 ９月18日（金）～ 10月９日（金） 

6 月 1 日 4月17日（金）～ 5月 8日（金） 12 月 1 日 10月16日（金）～ 11月10日（火） 

7 月 1 日 5月18日（月）～ 6月10日（水） 1 月 1 日 11月18日（水）～ 12月10日（木） 

8 月 1 日 6月18日（木）～ 7月10日（金） 2 月 1 日 12月18日（金）～ １月８日（金） 

9 月 1 日 7月17日（金）～ 8月10日（月） 3 月 1 日 １月18日（月）～ ２月10日（水） 

10 月 1 日 8月18日（火）～ 9月10日（木）   

  



- 5 - 

■認定と利用の申込に必要な書類 
必要事項を記入し、必要な書類を添付してください。 

 必 要 書 類  対 象 者 等  

① 教育・保育給付認定（変更）申請書兼保育所等利用申込書  

② 個人番号（マイナンバー）記入用紙  

③ 家庭状況等調査表  

④ 

保育を必要とする状況を確認する書類 

・就労証明書（自営業も含む） 

・保育を必要とすることの申告書（妊娠・出産・疾病・障害

等・介護・看護・求職活動・就学） 

自営業の場合 

・直近 3 か月の事業収入が確認できる帳簿 

・利用希望月の直近 6 か月以内の請求書や納品書、請負契

約書など実態が確認できるもの 

のいずれかの写し一点 

・保護者と、高校生を除く 18 歳以上 65 歳未満の同居者

（祖父母等）が対象（住民票上、世帯分離をしていても同

じ家屋に居住している場合は同居とします） 

 

⑤ 児童心身状況書 疾病等がある場合は診断書や検査結果のわかる書類を提出 

⑥ 

保護者の個人番号（マイナンバー）カードの両面の写し 

 

個人番号（マイナンバー）カードをお持ちでない場合 

・個人番号通知カード及び顔写真付の身分証明書の写し

（運転免許証等） 

・個人番号記載の住民票及び顔写真付の身分証明書の写し

（運転免許証等） 

・顔写真付の証明書をお持ちでない場合 

資格確認書・年金手帳・その他官公署からの発行書類で

「氏名・生年月日」または「住所・氏名」の記載があるもののうち

いずれか 2 点の写し 

・単身赴任等で別居中の保護者・保護者以外の生計の主宰者

（祖父母等）も対象（保育所等利用料の決定または副食費免除

の判定のため、市町村民税課税情報の確認が必要となります） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－以下は該当する場合のみ提出－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

⑦ 

 

4～8 月入所申込の場合 

・令和 7 年度市町村民税課税（非課税）証明書 

令和 7 年 1 月 1 日時点で大和町に住民登録がない方 

（令和 7 年 1 月 1 日時点の住所地で発行） 

9～3 月入所申込の場合 

・令和 8 年度市町村民税課税（非課税）証明書 

令和 8 年 1 月 1 日時点で大和町に住民登録がない方 

（令和 8 年 1 月 1 日時点の住所地で発行） 

⑧ 

・児童の戸籍謄本   ・児童扶養手当証書    

・大和町母子・父子家庭医療費助成受給者証 

のいずれかの写し一点 

ひとり親世帯の場合 

⑨ 

・生計同一申立書（※） 

手帳等の交付を受けている方が保護者と生計を一にしている場合 

（※）手帳等の交付を受けている方が保護者と世帯が別の場

合は、手帳等の写しとあわせて生計同一申立書を提出 

・身体障害者手帳   ・療育手帳   

 ・精神障害者保健福祉手帳  ・特別児童扶養手当証書  

 ・障害年金の受給が確認できる書類 

のいずれかの写し一点 

⑩ 

 ・別生計であることの申立書 

・生活費が別々であることを証明する書類（生活費を保護者が

負担していることがわかる通帳の写し等） 

父母が市町村民税非課税であり、祖父母等と同居していて生

計を別にしている場合 

⑪ ・生活保護受給証の写し 生活保護世帯の場合 

⑫ ・在園証明書 未就学のきょうだいが認可外保育所に入園している場合 

⑬ 

・転入予定申立書 

転入予定で申込の場合 

戸建て住宅を建築：売買契約書（工事請負書） 

賃貸物件に入居：賃貸借契約書 

町内居住親族との同居：同居予定申立書 

のいずれかの写し一点 
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⑭ その他事実を確認できる書類 

■入所保留（待機）となった場合について  
・利用調整の結果、定員に空きがない等の理由で待機となった場合、入所保留（待機）通知を送付します。年度内

は申込の取下がない限り翌月以降も利用調整の対象となりますが、入所保留通知は初回のみ送付します。 

・２回目以降の利用調整については、利用内定となった場合のみ電話で連絡します。（以降の流れについては P4 参照） 

・入所保留通知後に現在の待機状況の証明が必要な場合は、別途子ども家庭課へ申込が必要です。 

 

■利用の決定方法等 
・利用調整基準（P28）に従い、入所児童選考会議において提出していただいた書類の審査を行い、保育を必要と

する程度の高い児童から利用を内定します。内定後、保育施設との面談を行います。 

・保育施設との面談の結果、施設がお子さんを安全に保育ができると判断した後に入所決定となります。面談の結果に

よっては入所できない場合がありますので、ご承知いただくとともに、申込の際はお子さんの持病・アレルギー等の情報

は漏れなく記載してください。 

・定員に空きがない場合や利用希望者が多数の場合、待機となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

■障がい児保育事業（加配保育）について 
・発達の遅れや障がいなどがあり集団保育生活に配慮が必要な児童について、発達状況を踏まえながら集団生活の中

での成長を支援するため、専属の保育士を配置し対応をしております。加配保育を希望される方は、事前に見学・相

談を行っておりますので、希望施設または子ども家庭課・担当保健師へご連絡ください。 

 

■慣らし保育について 
・新規利用の児童は、利用開始日から数日間は慣らし保育を行うため、早めの降所になります。慣らし保育は個人によ

って差があるため、必要日数は保育施設と相談のうえ決定しますので、保護者の復職日等は慣らし保育期間を踏まえ

てあらかじめ調整願います。なお、慣らし保育期間中も保育所等利用料は発生します。 

 

■留意事項 
・申込は締切日必着です。期日までに提出書類が整わない場合、利用調整の対象となりませんので、ご注意ください。 

・私的理由により長期欠席する場合、その期間についても保育所等利用料が発生します。なお、2 か月を超えて長期

欠席する場合は、原則退所となります。 

・利用決定後または利用中に、申込書類の内容が事実と異なることが判明した場合には、保育所等を退所となります。 

・利用申込後、申込内容に変更が生じた場合は、その都度必ず届出が必要です。 

例）会社等を退職した、離婚または婚姻した、就労内容に変更があった場合等 

・公平性を保つため、年 1 回保育を必要とする状況を確認する書類（現況届）を提出する必要があります。なお、

提出された書類の記載内容について、必要に応じて町職員が発行元に確認する場合がありますのでご承知願います。 

・下記に該当する場合は、継続的な保育所の利用ができなくなりますのでご注意ください。 

① 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 

※ 保護者の就労時間が月 64 時間未満の場合や、「求職活動中」の方で支給認定期間内に、認定要件を満たした

「就労証明書」が提出できない場合等 

② 保護者の就労状況が不明確な場合 
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■保育所等利用料と副食費の減免について 

（1）保育所等を利用する場合に発生する利用者負担 

「0～2 歳児クラスのお子さんの保育所等利用料」及び「3～5 歳児クラスのお子さんの副食費の免除」については、

主にお子さんが属する世帯の市町村民税所得割額を基に決められます。 

 

（2）保育所等利用料の算定方法 

① 算定対象者について 

保育所等利用料や副食費の免除対象者については保護者の市町村民税所得割額を基に算定しており、次の

扶養親族を算入対象とします。 

     祖父母等と同居していない場合 
          祖父母等と同居している場合 

（住民登録がない場合や世帯分離の場合も同居とみなします。） 

父・母・事実婚の父母（保護者）の

市町村民税所得割額の合計で算定し

ます。 

      父母が課税の場合        父母が非課税の場合 

父・母、事実婚の父母（保護者）

の市町村民税所得割額の合計で算

定します。 

祖父母等同居者の中で最も収入

が高い方の市町村民税所得割額

で算定します。 

β       の場合であっても、祖父母等と子どもが属する世帯で生計が別である場合は、「別生計であることの申立書」に

「生活費が別々であることを証明する書類」を添付して提出していただくことで、祖父母等を算入対象としません。 

② 未申告・修正申告等 

・税の未申告や必要書類の未提出等により市町村民税の課税状況が確認できない場合、保育所等利用料は最

高階層の金額に決定する場合があります。（申告により課税額が確定した場合は遡って保育所等利用料を算定

します。） 

・修正申告等により、課税額が変更となった場合は、変更日の属する月の翌月分から保育所等利用料が変更さ

れますので、必ず子ども家庭課または保育施設へ申し出てください。 

 

（3）保育所等利用料及び副食費の算定対象時期 

前期分（4 月分～8 月分まで）と後期分（9 月分～3 月分まで）で課税年度を分けて決定しますので、前期と

後期では保育所等利用料や副食費の免除対象が変わることがあります。令和 8 年度の保育所等利用料の算定対

象年度は次のとおりです。 

対象月 算定根拠となる税 

前期分（4 月分～8 月分） 令和7年度市町村民税所得割額（令和6年1月1日～12月31日の収入） 

後期分（9 月分～3 月分） 令和8年度市町村民税所得割額（令和7年1月1日～12月31日の収入） 

 

（4）副食費の免除について 

3～5 歳児クラスのお子さんは、食材料費の実費負担が発生します。（主食費+副食費） 

以下のいずれかに該当する児童は、副食費の負担が免除されます。副食費の免除対象者へは、別途通知します。 

収入が一定額以下の方 多子世帯の方 

年収 360 万円未満相当世帯（市町村民税所得

割額 57,700 円未満、ひとり親世帯等は市町村民

税所得割額 77,101 円未満）の児童 

※（2）①と同じ算定方法で判定されます。 

第 3 子以降の児童 

（第 1 子と第 2 子が未就学の場合） 
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■保育施設の情報 （認可保育所・事業所内保育・小規模保育） 

区分 認可保育所 
地域型保育事業（町の認可事業） 

事業所内保育事業 小規模保育事業（A 型） 

施設名称 
大和町もみじケ丘 

保育所 
杜の丘保育園 たいわっこ保育園 

バイリンガル保育園 

吉岡 

バイリンガル保育園 

杜の丘 

設置主体 公立（大和町） 
社会福祉法人 

宮城愛育会 

社会福祉法人 

まほろば 

カラマンディ 

株式会社 

カラマンディ 

株式会社 

住所 
もみじケ丘三丁目 

32 番地の 1 

杜の丘一丁目 

13 番地内 

吉岡まほろば二丁目 

2 番地の 4 

吉岡字古館 

67 番地 

杜の丘一丁目 

11 番地の 6 

電話 022-358-8555 022-347-4711 022-779-7787 022-341-1652 022-779-6107 

設置日 平成 5 年 4 月 1 日 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 1 日 

職員体制 

所長・副所長・ 

主任保育士・ 

保育士・栄養士・ 

調理員・業務員 

園長・主任保育士・ 

副主任保育士・ 

保育士・栄養士・ 

調理員 

園長・副主任保育士・ 

保育士・栄養士・ 

看護師・調理員・ 

事務員 

施設長・保育士・ 

栄養士・看護師・ 

調理員 

施設長・保育士・ 

栄養士・看護師・ 

調理員 

利用定員 120 名 120 名 4 名（地域枠） 12 名 12 名 

対象児童 生後6 か月～未就学児 生後2 か月～未就学児 生後 4 か月～2 歳児 生後 2 か月～2 歳児 生後 2 か月～2 歳児 

開設時間 
平日 7:00～19:00 平日 7:00～19:00 平日 7:30～19:00 平日 7:30～18:30 平日 7:30～18:30 

土曜 7:00～18:00 土曜 7:00～19:00 土曜 7:30～19:00 土曜 7:30～18:30 土曜 7:30～18:30 

保

育

時

間 

標

準 

平日 7:00～18:00 平日 7:00～18:00 平日 7:30～18:30 平日 7:30～18:30 平日 7:30～18:30 

土曜 7:00～18:00 土曜 7:00～18:00 土曜 7:30～18:30 土曜 7:30～18:30 土曜 7:30～18:30 

短 
平日 8:00～16:00 平日 8:00～16:00 平日 8:00～16:00 平日 8:00～16:00 平日 8:00～16:00 

土曜 8:00～16:00 土曜 8:00～16:00 土曜 8:00～16:00 土曜 8:00～16:00 土曜 8:00～16:00 

延長 

保育料 

保護者の就労時間により、1 日 11 時間保育（保育標準時間）と 8 時間保育（保育短時間）に区分され、 

上記の保育時間を越えての利用は以下のとおり別途延長料金がかかります。 

1 時間:月額 2,000 円 

2 時間:月額 4,000 円 

以後 1 時間ごと 500 円ずつ加算 

上限 5,000 円 

30 分:月額 1,000 円 

上限 5,000 円 

布団 

リース代 
月額 1,200 円 無料 無料 無料 無料 

おむつ 

処分代 
無料 無料 無料 無料 無料 

上乗せ 

徴収 
― ― ― ― ― 

一時 

預かり 
― ○ ― ― ― 

給食 完全給食 完全給食 完全給食 完全給食 完全給食 

給食費 

※3 歳児 

以上 

主食費:月額1,000円 

副食費:月額4,500円 

主食費:月額1,000円 

副食費:月額4,700円 
   

※給食費については変動の可能性があります。 

※ 利用定員は継続児童を含めます。 

※ 上記のほか、各施設により教材費や行事費などの実費徴収の負担が生じる場合があります。 
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■保育施設の情報 （認定こども園（2・3 号認定）） 

区分 
認定こども園（保育部分（2・3 号認定）） 

幼保連携型 幼稚園型 

施設名称 菜の花こども園 大和すぎのここども園 すみれの花こども園 みやの森こども園 もみじが丘幼稚園 

設置主体 
社会福祉法人 

たちばな会 

社会福祉法人 

柏松会 

社会福祉法人 

たちばな会 

学校法人 

たちばな学園 

学校法人 

おおとり学園 

住所 
吉岡字館下 

38 番地 

吉岡字町裏 

16 番地 

吉岡まほろば一丁目 

5 番地の 25 

宮床字松倉 

91 番地 

もみじケ丘二丁目 

2 番地の 2 

電話 022-739-9056 022-344-0031 022-739-7263 022-346-2329 022-358-1414 

設置日 平成 25 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 平成 31 年 4 月 1 日 平成 3 年 4 月 1 日 平成 4 年 4 月 1 日 

職員体制 

園長・主幹保育教諭・ 

保育教諭・栄養士・ 

調理員・事務員 

園長・副園長・ 

主幹保育教諭・ 

事務員・保育教諭・ 

栄養士・調理員 

園長・主幹保育教諭・ 

保育教諭・栄養士・ 

調理員・事務員 

園長・副園長・教頭・ 

主幹保育教諭・ 

保育教諭・事務員・ 

環境整備員・ 

栄養士・調理員 

園長・主幹保育教諭・ 

保育教諭・ 

幼稚園教諭・業務員 

利用定員 90 名 120 名 90 名 140 名 20 名 

対象児童 生後3 か月~未就学児 生後2 か月~未就学児 生後3 か月~未就学児 生後3 か月~未就学児 満3 歳児~未就学児 

開設時間 
平日 7:00～19:00 平日 7:15～19:15 平日 7:00～19:00 平日 7:15～19:15 平日 7:30～18:30 

土曜 7:00～18:00 土曜 7:15～18:15 土曜 7:00～18:00 土曜 7:15～18:15 土曜 7:30～18:00 

保

育

時

間 

標

準 

平日 7:00～18:00 平日 7:15～18:15 平日 7:00～18:00 平日 7:15～18:15 平日 7:30～18:30 

土曜 7:00～18:00 土曜 7:15～18:15 土曜 7:00～18:00 土曜 7:15～18:15 土曜 7:30～18:00 

短 
平日 8:00～16:00 平日 8:15～16:15 平日 8:00～16:00 平日 8:15～16:15 平日 8:00～16:00 

土曜 8:00～16:00 土曜 8:15～16:15 土曜 8:00～16:00 土曜 8:15～16:15 土曜 8:00～16:00 

延長 

保育料 

保護者の就労時間により、1 日 11 時間保育（保育標準時間）と 8 時間保育（保育短時間）に区分され、 

上記の保育時間を越えての利用は以下のとおり別途延長料金がかかります。 

1 時間:月額 2,000 円  2 時間:月額 4,000 円 

以後 1 時間ごと 500 円加算 月額 1,500 円 

上限 5,000 円 上限 4,500 円 

布団 

リース 
月額 1,200 円 月額 1,200 円 月額 1,200 円 月額 1,200 円 各自持ち込み 

おむつ 

処分代 
月額 300 円 月額 400 円 月額 300 円 月額 300 円 保護者へ返却 

上乗せ 

徴収 

教育充実費 

3歳以上児:月額1,000円 
― 

教育充実費 

3歳以上児:月額1,000円 

施設協力費・環境整備費・ 

教育充実費 

3歳以上児:月額6,000円 

3歳未満児:月額4,000円 

― 

一時 

預かり ○ ○ ○ ― ― 

給食 完全給食 完全給食 完全給食 完全給食 完全給食 

給食費 

※3 歳児 

以上 

主食費:月額1,500円 

副食費:月額5,000円    

主食費:月額1,000円 

副食費:月額5,000円 

主食費:月額1,500円 

副食費:月額5,000円    

主食費:月額2,300円 

副食費:月額5,600円 

主食費:月額1,000円 

副食費:月額4,850円 

※給食費については変動の可能性があります。 

※ 利用定員は継続児童を含めます。 

※ 上記のほか、各施設により教材費や行事費などの実費徴収の負担が生じる場合があります。 
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■保育所等利用料基準額表                           【 月額／円 】 

階層区分 定義 
認定区分 

保育標準時間 保育短時間 

第 1 階層 生活保護世帯、里親等 0 0 

第 2 階層 第 1階層を除き市町村民税非課税世帯 0 0 

第 3 階層 

市町村民税課税世帯で
あって、その所得割の
額が次の区分に該当す
る世帯 

12,000円未満 10,000 9,800 

第 4 階層 12,000円以上 24,000円未満 15,000 14,700 

第 5 階層 24,000円以上 48,600円未満 19,000 18,600 

第 6 階層 48,600円以上 77,101円未満 24,000 23,500 

第 7 階層 77,101円以上 97,000円未満 30,000 29,400 

第 8 階層 97,000円以上 124,000円未満 37,000 36,300 

第 9 階層 124,000円以上 169,000円未満 44,000 43,200 

第 10階層 169,000円以上 211,200円未満 49,000 48,100 

第 11階層 211,200円以上 301,000円未満 54,000 53,000 

第 12階層 301,000円以上 350,000円未満 57,000 56,000 

第 13階層 350,000円以上 397,000円未満 60,000 58,900 

第 14階層 397,000円以上 63,000 61,900 

     

１ 階層区分は、4月から 8月は前年度分の市町村民税、9月から翌年 3月は当年度分の市町村民税により決定する。 

２ 市町村民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除（配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金

税額控除等）は適用しない（子どもの父母及び当該子どもの父母と同一の世帯に属する者が指定都市（地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）第 252条の 19第 1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。）の区域内に住所を有する

者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。）額とする。 

３ 保育所等利用料は、子どもの父母の課税額の合計により算定するほか、同居の祖父母など父母以外の扶養義務者の

課税額を合計する場合がある。 

４ 保育所等利用料の多子軽減については、小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等（保育所以外は在園

証明書等の提出が必要）を同時に利用する最年長の子どもから順に 2人目は上記の保育所等利用料の半額とし、第 2

階層の 2人目と 3人目以降については 0円とする。（いずれも 10円未満の端数は切り捨て、給付単価を限度とする。）

ただし、市町村民税所得割合算額が 57,700 円未満（その世帯がひとり親世帯、または同一世帯に在宅障害児（者）

がいる世帯（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書・障害者基礎年金等証書

等の交付を受けている者）・その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町が認めた世帯）（以

下「ひとり親世帯等」という。）については 77,101円未満）である場合について、上記の軽減措置を適用する際の小

学校就学前の範囲を撤廃する。 

５ その他の保育所等利用料の軽減措置として、ひとり親世帯等の子どもについては、市町村民税所得割額合算額が

77,101円未満（生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。）の保育所等利用料については、子ども・子育て支

援法施行規則第 4条に規定する保育料の認定区分が保育標準時間の場合は 5,000円とし、保育短時間の場合は 4,900

円とし、第 2子以降は 0円とする。その場合、ひとり親世帯等は戸籍謄本、その他の場合はその内容を確認できるも

のの写しの提出が必要となる。 

６ この保育所等利用料のほか、各施設により教材費や行事費などの実費徴収・上乗せ徴収の負担が生じる場合がある。 
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4．教育施設の利用について（１号認定）                

■利用手続きについて 
保護者の就労等の利用条件はありませんので、ご希望の認定こども園へ直接申込してください。 

 

■食材料費の実費徴収について 
（1）食材料費について 

食材料費（主食費＋副食費）の実費徴収があり、徴収金額は施設ごとに異なります。 

 

（2）副食費の免除について 

収入が一定額以下の方 多子世帯の方 

市町村民税所得割額 77、101 円未満の世帯の児童 

※P7（2）①と同じ算定方法で判定されます。 

第 3 子以降の児童 

（第 1 子と第 2 子が小学校 3 年生以下の場合） 

※ 副食費の免除対象者へは、別途通知します。 

 

■預かり保育について 
・施設により利用料金や実施時間等は異なりますが、普段の教育時間の前後や長期休業（夏休み期間等）に、

保育施設と同程度の保育サービスを提供する「預かり保育」を実施しています。 

・預かり保育は、1 号認定の方は誰でも利用可能ですが、利用人数に上限がある場合があります。 

・預かり保育を利用する際は、ご希望の認定こども園（教育部分）へ申込が必要です。 

・保育を必要とする事由がある場合には、預かり保育利用料の無償化を受けるため、子育てのための施設等利用

給付認定（※P3 参照）の事前の申込が必要となりますので、利用施設を通じて子ども家庭課へ申込書類を提

出してください。 

・預かり保育利用料の無償化となる額は、1 か月の間で施設へ支払った金額と 1 日あたり上限 450 円×利用日数

（月の上限 11,300 円）のどちらか少ない方となります。 

 

＜無償化の金額参考例＞ 

※上記の金額は参考例のため、具体的な料金等については利用施設へ直接お問合せください。 

 

 ➀利用日数 
②利用金額 

（日額の場合） 

③施設へ支払った

額（①×②） 

④無償化対象上限額 

(450 円×①) 

⑤無償化対象額 

（③と④の低い方） 

例 1 22 日 600 円 13,200 円 9,900 円 9,900 円 

例 2 5 日 400 円 2,000 円 2,250 円 2,000 円 
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■施設の情報について（認定こども園（1 号認定）） 

※ 利用定員は継続児童を含めます。 

※ 上記のほか、各施設により教材費や行事費などの実費徴収の負担が生じる場合があります。 

区分 
認定こども園（教育部分（1 号認定）） 

幼保連携型 幼稚園型 

施設名称 菜の花こども園 大和すぎのここども園 すみれの花こども園 みやの森こども園 もみじが丘幼稚園 

設置主体 
社会福祉法人 

たちばな会 

社会福祉法人 

柏松会 

社会福祉法人 

たちばな会 

学校法人 

たちばな学園 

学校法人 

おおとり学園 

住所 
吉岡字館下 

38 番地 

吉岡字町裏 

16 番地 

吉岡まほろば一丁目 

5 番地の 25 

宮床字松倉 

91 番地 

もみじケ丘二丁目 

2 番地の 2 

電話 022-739-9056 022-344-0031 022-739-7263 022-346-2329 022-358-1414 

設置日 平成 23 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 平成 31 年 4 月 1 日 平成 3 年 4 月 1 日 平成 4 年 4 月 1 日 

職員体制 

園長・ 

主幹保育教諭・ 

保育教諭・ 

栄養士・調理員・ 

事務員 

園長・副園長・ 

主幹保育教諭・ 

事務員・ 

保育教諭・ 

栄養士・調理員 

園長・ 

主幹保育教諭・ 

保育教諭・ 

栄養士・調理員・ 

事務員 

園長・副園長・ 

教頭・主幹保育教諭・ 

保育教諭・事務員・ 

環境整備員・ 

栄養士・調理員 

園長・ 

主幹保育教諭・ 

保育教諭・ 

幼稚園教諭・ 

業務員 

利用定員 10 名 9 名 9 名 180 名 57 名 

対象児童 満 3 歳児～未就学児 満 3 歳児～未就学児 満 3 歳児～未就学児 満 3 歳児～未就学児 満 3 歳児～未就学児 

教育時間 平日 9:00～16:00 平日 9:00～13:00 平日 9:00～16:00 平日 10:00～14:00 平日 9:00～14:00 

預かり 

保育時間 

早朝 7:00～9:00 早朝 7:15～9:00 早朝 7:00～9:00 早朝 7:15～8:30 早朝 7:30～8:30 

夕方 16:00～19:00 夕方 13:00～18:15 夕方 16:00～19:00 夕方 14:00～19:15 夕方 14:00～18:30 

上乗せ

徴収 
月額 1,000 円 ― 月額 1,000 円 月額 6,000 円 ― 

給食 完全給食 完全給食 完全給食 完全給食 
選択制 

（完全給食・希望給食） 

給食費 

主食費:月額750円 

副食費:月額3,300円    

主食費:月額1,000円 

副食費:月額4,500円 

主食費:月額750円 

副食費:月額3,300円    

主食費:月額2,000円 

副食費:月額4,800円 

＜完全給食＞ 

主食費:月額1,000円 

副食費:月額4,850円 

＜希望給食＞ 

施設へお問合せください 

※給食費については変動の可能性があります。 
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5．認定の変更・家庭状況の変更・退園等について           

利用状況に変更が生じた場合は、利用されている施設へ届出をしてください。 

全て事前の提出が必要です。（用紙は各施設で配布しております。） 

変更内容 提出物 提出期日 

1 号認定から 2 号認定に変更する場合 

※申込時から状況が変わっている場合に

限る。 

・在園児 1 号→2 号変更用 教育・保

育給付認定（変更）申請書兼保育所

等利用申込書 

・保育が必要であることを証明する書類 

原則変更月の前月 10 日まで 

（翌月 1 日から適用） 

2 号認定から 1 号認定に変更する場合 

※申込時から状況が変わっている場合に

限る。 

・在園児 2 号→1 号変更用 教育・保

育給付認定（変更）申請書兼保育所

等利用申込書 

原則変更月の前月 10 日まで 

（翌月 1 日から適用） 

保育必要量（標準時間・短時間）を変

更する場合 

・家庭状況等変更届 

・新たな認定事由を証明する書類 

原則変更月の前月 20 日まで 

（翌月 1 日から適用） 

認定の事由に変更があった場合 

（求職活動・就労・妊娠出産等） 

・家庭状況等変更届 

・新たな認定事由を証明する書類 

変更となることが分かり次第 

速やかに提出 

保育の認定事由が有期の場合で、期間

が更新となった場合 

・家庭状況等変更届 

・新たな認定事由を証明する書類 

変更となることが分かり次第 

速やかに提出 

保護者が結婚・離婚した場合 
・家庭状況等変更届 

・結婚・離婚したことがわかる書類 

変更となることが分かり次第 

速やかに提出 

（保育所等利用料は翌月適用） 

住所の変更等、世帯状況に変更があっ

た場合 

（恒常的に変更する場合） 

・家庭状況等変更届 
変更となることが分かり次第 

速やかに提出 

退園する場合 ・退園届 
退所となることが分かり次第 

速やかに提出 

大和町外へ転出する場合 

・退園届 

※転出後は原則退園です。 

※同じ施設に通いたい場合は必ず事前

に子ども家庭課へ相談してください。

（P14 参照） 

転出となることが分かり次第 

速やかに提出 

※ 特に求職活動は、保育の必要量（標準時間・短時間）が変更となりますので、退職

してから申込するのではなく退職日が確定し次第、速やかに提出してください。 
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6．広域利用について                                       

■大和町外の施設の利用を希望する場合（1 号認定） 

利用希望施設へ直接申込してください。 

■大和町外の施設の利用を希望する場合（2・3 号認定） 

大和町にお住いの方が大和町外の保育施設を利用する（広域入所）ためには、大和町と保育施設のある市町村

とで協議を行い、許可を受ける必要があります。 

双方で広域入所の取り扱いをしていることが必須条件であり、入所期間は単年度限りとなりますので、次年度も利用

する場合は再度申込が必要です。また施設所在地の住民の利用が優先となるため、毎年利用調整の対象となります。 

 

（1）利用申込ができる方 

大和町外の施設の利用を希望する場合、次のいずれかに該当する必要があります。 

・保護者の勤務地の都合により、大和町外の保育施設入所を希望する方 

・里帰り出産により、大和町外の保育施設入所を希望する方 

・大和町外から転入し、今まで通っていた施設の継続利用を希望する方 

 

（2）利用する手続き 

① 事前に希望の保育施設がある市区町村に、次の内容を確認してください。 

・利用申込が可能かどうか（住民以外の利用申込を受付していない市区町村もあるため、必ず確認してください。） 

・希望する保育施設のある市区町村の申込締切日（大和町の期日と同じとは限りませんので必ず確認してくださ

い。） 

・必要な申込書類や手続きに関する注意事項 

② 子ども家庭課へ申込をしてください。 大和町への申込期限は P4 記載のとおりです。 

 

■大和町から転出後に大和町の施設を引き続き利用したい場合 

大和町から転出した場合、1 号認定の方は継続利用が可能ですが、2・3 号認定の方は原則退園となります。 

ただし、下記に該当する方は転出後も継続して利用できる場合がありますので、 ᵹ ᶊ ᶱ ᶂᶅ ᶈ

ᶡּק ᶗ ᵶᶅᵮᵿᵴᵣ  G

※ 2・3 号認定の方で継続して利用できる場合 

・最終学年であり、卒園まで通園を希望する方 

・大和町に待機児童がいなく、かつ利用希望施設の定員に余裕がある場合 
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7．よくある質問                                      

■利用申込について 

NO. 質問 回答 

1 申込をすれば必ず入れますか？ 

 

希望施設に空きがない場合や、空き人数を超える申込数があった場合

は、入れない可能性があります。 

2 申込は早い方が有利ですか？ 必ずしも先着順ではありません。 

利用調整は、期限内に申込をされた方の中で保育を必要とする状況を

点数化し、点数の高い方から順に施設入所を決定します。 

3 利用希望施設の欄は 10 施設すべて埋め

る必要がありますか？ 

無理に埋める必要はありません。入所が決定した後に辞退をしないよ

う、通う意思のある施設のみご記入ください。 

4 施設の事前見学をしていなくても申込はで

きますか？ 

可能ですが、保育方針や実費徴収額は施設により異なりますので、事

前の見学をお勧めします。 

なお、加配保育を希望される方は、事前に希望施設または子ども家庭

課・担当保健師へご連絡ください。 

5 就労証明書が期日までに間に合いません。

受付してもらえますか？ 

受付できません。入所申込に必要な書類が全て揃ってから提出をお願

いします。余裕をもってご準備ください。 

また、就労証明書の有効期間は３か月としております。 

6 祖父母と同居している場合、入所できませ

んか？ 

入所可能ですが、65 歳未満の同居者がいる場合、その方が日常的に

保育できないことが分かる書類（就労証明書等）の提出が必要です。

提出がない場合は、利用調整で減点対象になります。 

7 パートで働いていますが、正社員と比べると

不利になりますか？ 

就労日数や就労時間での判断となりますので、雇用形態は利用調整に

影響しません。 

8 現在妊娠中ですが、出産前に申込はでき

ますか？（妊娠中の子のための申込） 

できません。 

お子さんが生まれてからの申込となります。 

9 きょうだいで申込をする場合、就労証明書

は 2 枚必要ですか？ 

必要ありません。 

児童名を連名で記入してコピーを取り、原本を下のお子さんの申込書

に、コピーを上のお子さんの申込書に添付してください。 

10 申込の結果、入所できなかった場合は、毎

月申込をする必要がありますか？ 

 

必要ありません。申込をした年度内は、3 月まで毎月利用調整を行いま

す。ただし、翌年度の入所申込については改めて申込手続きが必要となり

ますのでご注意ください。 

なお、就労状況が変わった場合や、入所の意思が無くなった場合等は再

度手続きが必要となりますので、子ども家庭課へご連絡ください。 

11 申込の結果、入所できず待機中ですが、

育児休業延長のため再度待機の証明が

必要な場合、発行してもらえますか？ 

入所保留（待機）通知の送付は一度きりですが、利用希望月以降の

申込状況について確認を行い書面で通知することは可能ですので、子ども

家庭課までご連絡ください。 

12 園の空き状況は教えてもらえますか？ 毎月中旬に、最新の空き状況を更新しています。 

新年度 4 月入所の空き状況については、2 月上旬・3 月上旬・3 月下

旬に更新予定です。 

13 入所した後に、別の施設に転園することは

できますか？ 

 

利用中の施設に退所届を提出し、転園の申込をすることができます。 

ただし、利用調整の結果、待機となる場合がありますのでよく検討してくだ

さい。 

14 単身赴任中の保護者の書類提出は必要

ですか？ 

単身赴任の場合でも、就労証明書等の提出は必要です。（P5 参

照） 

15 1 号（教育）認定と 2 号（保育）認定

の併願はできますか？ 

可能です。1 号認定は利用希望施設、2 号認定は子ども家庭課へ申込し

てください。利用が決定した場合、片方の申込を取り下げる必要があります。 
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■保育施設の利用継続について 

NO. 質問 回答 

1 現在保育施設等利用中の子どもがお

り、下の子を出産予定です。下の子の育

児休業を取得した場合、上の子は退所

となりますか？ 

原則、出生児童が満1歳に達する前日までは延長して利用が可能で

す。また、待機となり育児休業を延長した場合は、満1歳到達後も育児

休業の延長期間内のみ継続利用ができ、出生児童が満1歳に達する

前日時点で最終学年（5歳児）である児童の場合は、年度末までと

なります。（P2参照） 

2 小規模保育事業所または事業所内保

育所の利用を考えていますが、卒園後

（2 歳児クラス終了後）はどうすればよ

いですか？  

卒園する翌年度の申込時期に保育施設または幼稚園の入所申込が必

要になります。なお、小規模事業所等が提携している保育園・認定こども園

への入園を希望される場合は、優先的に利用調整されます。 

3 求職活動で認定を受けており、定期的

な活動を行っていますが、期間内に決ま

らないかもしれません。再度延長はできま

すか？ 

求職活動をしている実績（面接結果等）を確認させていただき、延長可

否の判断を行います。求人閲覧のみ行っている場合等、求職活動を行って

いることが確認できない場合は退所となります。 

 

■町外からの申込・町外施設の利用（広域利用）について 

NO. 質問 回答 

1 町外に居住している場合でも申込はで

きますか？ 

利用開始日までに大和町に転入される場合は申込できます。 

申込時点で転入先が明確にわかる書類（建物売買契約書等の写し

等）の提出が必要です。（Ｐ5 参照） 

2 町外の施設を利用することはできます

か？  

大和町と施設所在地市町村とで協議を行い、施設所在地市町村の許

可があれば利用することができます。 

また、申込には町外施設を利用する明確な理由（保護者の就労先が施

設所在地市町村にある等）が必要です。なお、申込先は大和町になります

が、空き状況や受付が可能であるか等、事前に希望施設の所在地市町村

へ確認したうえで申込してください。（P14 参照） 
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■利用時間について 

NO. 質問 回答 

1 保育標準（短）時間の場合、仕事が

早く終わる場合でも、11（8）時間保

育施設を利用できますか？ 

利用できる時間は、最長 11（8）時間の範囲内で保護者の就労等によ

り保育が必要な時間（通勤時間も考慮）となりますので、ご家庭でお子さ

んと過ごす時間を大切にしてください。 

2 保育短時間で利用しているのですが、

勤務時間等が変更になったので、保育

標準時間に変更することはできますか？ 

月間 120 時間以上の就労等（P29 参照）、保育標準時間の要件に

該当することを確認できた場合は変更可能です。事前に利用施設または子

ども家庭課へ、家庭状況等変更届及び新たな認定事由を証明する書類を

提出してください。（P13 参照） 

3 就労時間は 120 時間未満ですが、勤

務地が遠く、お迎えが間に合いません。標

準時間で利用することはできますか？ 

就労時間が 120 時間未満でも、勤務地が遠いことや、残業が恒常的に

あると認められる場合は、標準時間の利用することが可能です。 

4 保育標準（短）時間と預かり保育の

違いはなんですか？ 

保育標準（短）時間（保育認定）は年間通じて利用することが前提で

あることに対し、預かり保育（教育認定）は教育時間の前後に必要な日

だけ利用することが可能です。 

また利用料も保育認定は住民税額により決定されるのに対し、預かり保

育は各施設が設定する金額となります。 

 

■保育所等利用料について 

NO. 質問 回答 

1 現在 2 歳児クラスですが、3 歳になれば

無償化の対象となりますか？ 

2 歳児クラスの間は無償化の対象となりません。 

2 認定こども園を利用中ですが、子どもが

3 歳になり 1 号認定に変更した場合、無

償化の対象となりますか？ 

2 号認定または 3 号認定から 1 号認定へ変更した場合、無償化の対象

となります。 

3 祖父母と同居していますが、保育所等

利用料の算定に含まれますか？ 

算定に含まれる場合があります。（P7 参照） 

4 保育所等利用料がいくらになるか知りた

いですが、電話で教えてもらえますか？ 

電話でお伝えすることはできません。本人確認ができるもの（個人番号

（マイナンバー）カードや、運転免許証など）を持参のうえ、子ども家庭課

までお越しください。なお、大和町で課税されていない方については、課税証

明書の写しを持参してください。 

 

■認定変更について 

NO. 質問 回答 

1 認定こども園に 1 号認定で通っています

が預かり保育は利用できますか？ 

利用できます。受入人数や利用料等は施設により異なりますので、施設へ

直接お問合せください。ただし、無償化の対象となるには、子育てのための施

設等利用給付認定が必要です。（Ｐ11 参照） 

2 認定こども園に 1 号認定で通っています

が、就労先が決まったので 2 号認定に変

更したいです。どのような手続きが必要で

すか？ 

就労状況の変化等により、支給認定に変更の必要が生じた場合には、変

更申込が必要です。保育を必要とする事由の確認書類等の提出が必要と

なりますので、ご利用中の施設を通して申込してください。（P13 参照） 
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８．施設一覧                                       

■ ǵǲǋȚ ╔  

 ǵǲǋȚ 32 ǡ 1  3,035.59 Ԝ 

 022- 358- 8555  979. 34Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 358- 8555  5 4 1  

1£ ╔  
ǀǾ ȅ ǖǒ ǜǵȅ╔ǙǾ 
Ǟ╔Ǚ  Ǟ╔Ǘ  

2£ ╔  
¤ǻǂ Ǭ ǻǂ ǽ ǻǂ Ǧ  ǝ Ǜ ȅ ƹ 
¤ ǡ ƷȅǡǦǡǦǛ ǌǾǛ Ǟ  ȅ ƷǷǾ ȅ╔ǳ 

¤ Ǽ ƻ  ȅǵǖǙ ǌǾ ȅ ƹ 

¤ ƾǝ ȅ ǊǙ  Ǜ Ǧǡ ȅ╔ǳ 

3£ ╔  
¤ ǜǵǞ ǝ ǚ↨ ǝ ɓȣɉǷ ǘǂǽȅ ǞǊǱǌ 

¤╗ ╗ ǡ Ǜ ȅ ǞǊ ↨ ǊǙ ǚǀǾ ȅǗǂǽǱǌ 

¤ Ǟ ȅ ǖǙ Ǧ ǴǾ ȅǗǂǽǱǌ 

¤ ǡǷǽǒƷǆǛǞ ƾǖǙ  Ǽ ƻ ǚǀǾ ǘǂǽȅ ǞǊǱǌ 

¤ Ǜ ȂǾ ȅ╔ȆǚƷǄǾǻƹ │ Ƿ ·ǝ Ǜǡ Ȃǽȅ ǴǾ ȅǗǂǽǱǌ 

¤ Ǜ Ǟ ╔Ǚȅ Ʒ  ǜǵǡ╔ǔǷ ȅ ⱱǊǱǌ 

¤ ȅ☺ǳ ȅ╔ǳǒǴǞ  ƾǝ ǡ ȅ ǲ ǠǱǌ 

4£ȘɒȢ 

  0  1  2  3  4  5  

ȘɒȢ  ǒȆǰǰ 
ǵǵ 

ǌǍǼȆ 
ǔǸƹǽǖǪ ǈǂǼ ǥǱȂǽ ǹǽ 

5£ ╔¤  

Ø Ù                Ø ǡ ǝ Ù 

 3  3 ∙  

7:00   

 ƵǐǦ ƵǐǦ 

9:30 ƽǷǗ ╔  

 ╔  Ĉ 

11:00  Ĉ 

11:30 Ĉ  

12:00 ƽ  Ĉ 

13:00 Ĉ ƽ  

15:00 ƽǷǗ ƽǷǗ 

 Ĉ ǽǡ  

16:00 ƵǐǦ ƵǐǦ 

   

19:00   

  

  

4  
ǢǋǴǡ ¤ƽ ¤ È

¤שּ  Éשּ

5  ¤ ꜛ  

6  ╔ ¤ ¤ɀºɔ ǀ 

7  ǝǗǱǗǽ¤  

9  ɀºɔ  

10  
◖ ¤╝ ¤ È

¤שּ  Éשּ

11  ╝ ǽ¤ǷǀƷǵ ¤ ╔  

12  ¤ȘɓȢɇȢ  

2  
Ǳǀ ¤ ╔ ¤ ¤ ╔

Ǚ  

3  ǥǝ ǽ ¤ƽ ǿ ¤  

 ¤ ¤  
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■ ǡ ╔Ⱨ 

 ǡ ╗ 13   7,071.05 Ԝ 

 022- 347- 4711  1,074.45 Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 347- 4713  27 4 1  

1£ ╔  
Ôǆǜǵǡ ȅ Ǌ ǆǜǵǡǊƵȂǎƿ Ǌǒ ǚƵǾǆǛȅ ǋ ǥǛǽ ǔ ╔ǡ

ȅǛǾÕ 

2£ ╔  
ǚ Ǿǂ ƿǚǀ ƷǷǽƿƵǽ ≥ ǚ ǌǾǆǛǡǚǀǾ ǜǵȅ╔

ǙǾ 

3£ȘɒȢ 

  0  1  2  3  4  5  

ȘɒȢ  ǒȆǰǰ ǌǍǼȆ 
ǌƷǎȆ 

ǆǌǵǌ 
Ƶǈƿƽ ƵǋǈƷ ǥǱȂǽ 

4£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

 3  3 ∙  

7:00 Ⱨ Ⱨ 

 ƵǐǦ ƵǐǦ 

9:30 ǡ Ǳǽ ǡ  

 ƽǷǗ Ĉ 

10:00 ╔  ╔  

11:00   

12:30 ƽ  ƽ  

15:00 ƽǷǗ ƽǷǗ 

15:30 ǽǡ  ǽǡ  

16:00 ƵǐǦ ƵǐǦ 

 Ⱨ Ⱨ 

18:00 Ⱬ ╔ Ⱬ ╔ 

 ƽǷǗ ƽǷǗ 

19:00 Ⱨ Ⱨ 

  

4  Ⱨ ¤ שּ ¤ שּ  

5  ꜛ  

6  ╔ ¤  

7  ¤ɀºɔ ǀ 

8  ɀºɔ Ǧ 

10  
ǄȆǆƹǱǗǽ¤ שּ ¤ שּ

 

12  ¤ Ǘǀ  

1  ǅ  

2  ╔ ¤  

3  
ǥǝǱǗǽ ¤ƽ ǿ ¤ Ⱨ ¤

 

 ¤ ¤  
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■ǒƷȂǖǆ ╔Ⱨ  

 
ǱǮȀǣם 2 ǡ 4 

ÈǱǮȀǣǡ  ǒƷȂ É 
 9,973Ԝ 

 022- 779- 7787  321.7Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 779- 7786  28 4 1  

1£ ╔  
¤Ô ╔ ╔ Õȅ Ǟ  Ƿƾǝ ╔ȅ ǌ 

¤ Ǟ ǝ Ƿ ȅ Ʒ  ǡ ǡ ȅ ƹ 

2£ ╔  

¤ ǜǵǡ ǞǗƷǙ Ǟ №Ǌ  Ǟꞌǋǒ₲ ƵǾ ╔ȅǌǾ 

¤ ǜǵǡ╗ ╗ ǡ ȅ ǞǌǾ  

¤ ǝ Ǜ ȅ╔ǙǾ      

¤↨  ↨ ǚǀǾ ȅǗǂǾ     

¤╗ ╗ ǡ ǜǵǡ ǡ Ǟꞌǋǒ ♁ ȅ ƹ 

¤ ·ǝ Ǧȅ ǋǙ  ǝɔºɔȅ Ǟ ǄǾ  

¤   ╓ǡ ·Ǜǡ ǿ ƷƾǼ  ƷǷǽǡ ǔȅ╔ǙǾ  

¤ קּ  Ǜǡ ǝ ȅ Ǿ 

3£ȘɒȢ 

 

 

 

4£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

  0  1¤2  

ȘɒȢ  ǒȆǰǰ ǔǸƹǽǖǪ 

  

4  ǢǋǴǡ  

5  ǈǗǱƷǵǡ ƻ¤ ╔  

6 שּ   

7  ǽ¤ ¤ Ǧ 

8  Ǧ 

10  Ʒǵ ǽ¤ȸɖȏȌɜ 

12  ȘɓȢɇȢ  

1  ¤ ╔  

2  Ǳǀ  

3  ƽȂƾǿ  

 ¤ ¤  

2

 
שּ ¤ שּ  

 0¤1¤2  

7:00 Ⱨ 

 ƵǐǦ 

9:30 ƽǷǗ 

9:40 ǡ  

10:00 ╔  

11:00  

12:30 ƽ  

15:00 ƽǷǗ 

15:20 ǽǡ  

16:00 ƵǐǦ 

 Ⱨ 

19:00 Ⱨ 
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■ȹȍɓɜȕɔ ╔Ⱨ  ם
ם  67   350Ԝ 

 022- 341- 1652  147.1Ԝ 

Ż Ŷ ƍ ǝǊ  29 4 1  

1£ ╔  
ACTIVEÈ ÉBRAVEÈ ÉCONSIDERATEÈ ƷǷǽÉ 

Ô╗ ǥǛǽǡ≥ Ƿ ȅ ǞǊǒƵǒǒƾƷ ╔Õ 

2£ ╔  

Ⱨ Ǜ ǀ ƷǝƿǼ ╔ǞƵǒǽ  ╔ ǡ ǞǻǾ♣ ƵǐǦǞǻǽ  Ǜ

♣ ǡ Ǟ ǿ  ǡ ·ǝ טּ ȅ Ǌ  ƾǝ Ǜ ȅ╔Ǚ  Ǿǂ ǝ

Ǌǒ ǜǵǡ╔ ȅ ǌ¡ 

3£ȘɒȢ 

 

 

 

4£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  0  1  2  

ȘɒȢ  ǲƾȆ ƷǔǇ ǣǝǝ 

  

5  ǡ  

6  ╔  

7 פּ¤  ǽ 

8  ǌƷƾ ǽ 

9  ȽȘȴȬȘ 

10  ȸɖȏȌɜȺºȯȌº¤ ╔  

11  ƽƷǵȺºȯȌº 

12  ȘɓȢɇȢ  

2  Ǳǀ  

3  ǥǝ ǽ ¤ƽ ǿ  

 ¤ ¤  

2 שּ  ¤ שּ  

 0¤1¤2  

7:30 Ⱨ 

9:20 ƽǷǗ 

9:30 ǡ  

 ╔  

 ♣ ǡɕȬȢɜ 

11:00  

12:00 ƽ  

15:30 ƽǷǗ 

15:50 ǽǡ  

 Ǧ 

 Ⱨ 

18:30 Ⱨ 
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■ȹȍɓɜȕɔ ╔Ⱨ ǡ  

 ǡ ╗ 11 ǡ 6  456.71Ԝ 

 022- 779- 6107  126.75Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 779- 6107  29 4 1  

1£ ╔  
ACTIVEÈ ÉBRAVEÈ ÉCONSIDERATEÈ ƷǷǽÉ 

Ô╗ ǥǛǽǡ≥ Ƿ ȅ ǞǊǒƵǒǒƾƷ ╔Õ 

2£ ╔  

Ⱨ Ǜ ǀ ƷǝƿǼ ╔ǞƵǒǽ  ╔ ǡ ǞǻǾ♣ ƵǐǦǞǻǽ  Ǜ

♣ ǡ Ǟ ǿ  ǡ ·ǝ טּ ȅ Ǌ  ƾǝ Ǜ ȅ╔Ǚ  Ǿǂ ǝ

Ǌǒ ǜǵǡ╔ ȅ ǌ¡ 

3£ȘɒȢ 

 

 

 

4£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

 

 

 

 

 

 

 

  0  1  2  

ȘɒȢ  ǈǂǼ ǒȆǰǰ ǔǸƹǽǖǪ 

 0¤1¤2  

7:30 Ⱨ 

9:30 ƽǷǗ 

9:50 ǡ  

 ╔  

 ♣ ǡɕȬȢɜ 

11:00  

12:00 ƽ  

15:20 ƽǷǗ 

16:00 ǽǡ  

 Ǧ 

 Ⱨ 

18:30 Ⱨ 

  

4  ƽ ȺºȯȌº 

5  ꜛ Ǉǖǆ 

6 שּ  ¤ שּ  

7  ȺºȯȌº 

8  ǌƷƾ ǽȺºȯȌº 

9  ╝ ¤ ╔  

10  ȸɖȏȌɜȺºȯȌº 

11 שּ  ¤ƽƷǵȺºȯȌº 

12  ȘɓȢɇȢȺºȯȌº 

1  ╔  

2  ǱǀȺºȯȌº 

3  
ǥǝ ǽȺºȯȌº¤ƽ ǿȺºȯ

Ȍº 

 ¤ ¤  
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■ ǡ ǆǜǵⱧ  

ם  זּ 38   3,099.76 Ԝ 

 022- 739- 9056  921. 66Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 345- 1230  23 4 1  

1£ ╔  
ӡǀǔȆǛǌǾ ǋǹƹǞǌǾ    ӢƾǼǓǵ ǆǆȀǵ ǋǺƹǩǞ 
ӣ ǊƵƻǾ ǀǵǔȅ ǚǀǾ  Ӥǵǽǚ ǨǊǁǞǚƵƹ 

2£ȘɒȢ 

  0  1  2  3  4  5  

ȘɒȢ  Ǩǒǣ Ǘǯǲ ǵǵ ǌǲǿ ǒȆǰǰ ǥǱȂǽ 

3£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  3 ∙  

7:00 Ⱨ Ⱨ 

 ƵǐǦ ƵǐǦ 

9:00 ƽǷǗ Ĉ 

9:30 ǡ  ǡ  

10:00 ╔  ╔  

11:30  Ĉ 

12:00 Ĉ  

12:30 ƽ  Ĉ 

13:00 Ĉ ƽ  

15:15 ƽǷǗ ƽǷǗ 

 ǽǡ  ǽǡ  

16:00 ƵǐǦ ƵǐǦ 

 Ⱨ Ⱨ 

19:00 Ⱨ Ⱨ 

  

4  Ⱨ ¤ ǡ ǽ 

5  
ǈǗǱƷǵǡ ƻ¤ ¤

ƻ¤ È ¤שּ  Éשּ

6  ╔ ¤Ⱨ ╔ 

7  ȞɇºȰȍȾȐȢȯȌȹɔ¤  

9  ◖  

10  

Ʒǵ ǽ¤ǷǀƷǵ ¤╛ ǽ¤

ȸɖȏȌɜȺºȯȌº¤ È

¤שּ  Éשּ

11  ⱧǛǡ ╔ 

12  ȘɓȢɇȢ  

1  Ǘǀ ¤  

2  
╔ ¤ ¤ƽ ǷǈȆǇǖ

ǆ 

3  ƽ ǿ ¤ƽ ǿꜛ ¤ Ⱨ  

 ¤ ¤  
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■ ǌǁǡǆǆǜǵⱧ  

ם  16   4,044. 53Ԝ 

 022- 344- 0031  1, 091. 52Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 344- 0032  25 4 1  

1£ ╔¤ ╔ǡ  
Ô ƾǝ₲ ÕÔ ǵǨǈȂǊƷ ǡ Õ  
Ô Ǜǡ ÕÔ ╓ǡ ╔Ǚ ⱱÕ   

2£ ╔¤ ╔  

¤ ǛǵǞǒǂǱǊƷ ǜǵ         ¤ ǊƷ ǘǂǽƿǚǀǾ ǜǵ 

¤≥ ȅ ǖǙ Ǧ¢ ǬǾ ǜǵ       ¤ ǡ ƻȅǊǖƾǽ ƻǾǆǛƿǚǀǾ

ǜǵ 

¤ Ǔǔǡ ǔȅ ƻ  Ǌ  Ǆ ǴǼǿǾ ǜǵ ¤ ƾǝ Ǜ ǚ ǚǀǾ

ǜǵ 

3£ȘɒȢ 

  0  1  2  3  4  5  

ȘɒȢ  
ƵǥǾ 

Ǡǆ 

ƹǈǁ 

ǊǱƹǱ 
ǂǱ ǼƷƽȆ Ǒ ƹ ǀǽȆ 

4£ ╔¤  

Ø Ù                 Ø ǡ ǝ Ù 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  3 ∙  

7:15 Ⱨ Ⱨ 

 ƵǐǦ ƵǐǦ 

9:30 ƽǷǗ ǡ Ǳǽ 

10:00 ╔  ╔  

11:00  Ĉ 

11:15 Ĉ  

12:00 ƽ  Ĉ 

12:30 Ĉ ƽ  

15:00 ƽǷǗ ƽǷǗ 

16:00 ƵǐǦ ǽǡ  

 Ĉ ƵǐǦ 

 Ⱨ Ⱨ 

19:15 Ⱨ Ⱨ 

  

4  Ⱨ ¤ È ¤שּ  Éשּ

5  ǆǜǵǡ  

6  ɀºɔ ǀ¤ ╔ ¤  

7  ǱǗǽפּ¤ 

9  ɀºɔ  

10  
◖ ¤ ¤ È ¤שּ

 Éשּ

12  ¤ǵǔǗǀ ¤ȘɓȢɇȢ  

2  Ǳǀ ¤ ╔ ¤  

3  ǥǝ ǽ ¤ƽ ǿ ¤ Ⱨ  

 ¤ ¤  
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■ǌǲǿǡ ǆǜǵⱧ  

╗ǱǮȀǣם  5 ǡ 25  2,990.31 Ԝ 

 022- 739- 7263  834. 72Ԝ 

Ż Ŷ ƍ 022- 739- 7264  31 4 1  

1£ ╔  
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■ǲǷǡ ǆǜǵⱧ  
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■ǵǲǋƿ Ⱨ 
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大和町保育所等利用調整基準 

１．利用優先順位に関する基準指数 

父母が児童を保育できない状況を、その内容に応じて指数化したもの。児童の父母それぞれにつき 10 点を上限（父母合計で 20 点が上限）。 

区 分 事 由 
保護者の状況等 基準 

指数 
保育の必要量 

類 型 細 目 

第 1号 
就労 

 
※月 64時間以上 

居宅外就労 

自営業中心者 

1か月 160時間以上 10 

保育標準時間 1か月 140時間以上 9 

1か月 120時間以上 8 

1か月 100時間以上 7 

保育短時間 1か月 80時間以上 6 

1か月 64時間以上 5 

 

居宅内就労 

自営業協力者 

 
※父母が同じ自営業の場合

は、一人を協力者とするもの 

 

1か月 160時間以上 8 

保育標準時間 1か月 140時間以上 7 

1か月 120時間以上 6 

1か月 100時間以上 5 

保育短時間 1か月 80時間以上 4 

1か月 64時間以上 3 

第 2号 出産等 妊娠・出産 児童の保護者が出産の前後の場合 10 保育標準時間 

第 3号 
疾病・負傷・

障害等 

入院 
1か月以上 10 

保育標準時間 

2週間を超え 1か月未満 8 

自宅療養 

週 4日以上の通院が必要な場合 6 

常時病臥・感染症等 10 

上記以外で日常生活に著しく支障があり介助が必要な場合 8 

一般療養  (制限はあるが身の回りのことは自分でできる場

合) 
4 保育短時間 

障害 

身体手帳 1・2級、療育手帳Ａ、精神手帳 1級 10 
保育標準時間 

身体手帳 3級、療育手帳Ｂ、精神手帳 2級 7 

上記以外で必要と思われるもの 4 保育短時間 

第 4号 
介護・看護 

 
※月 64時間以上 

通院・通所・ 

入院の付添い 

（別居親族も同様） 

1か月 160時間以上 10 

保育標準時間 1か月 140時間以上 9 

1か月 120時間以上 8 

1か月 100時間以上 7 

保育短時間 1か月 80時間以上 6 

1か月 64時間以上 5 

自宅介護・看護 

（別居親族も同様） 

介護を要する 

要介護 4以上、身体手帳 2級以上、療育手帳Ａ、精神手帳 1級 
10 

保育標準時間 
介護を要する 

要介護 3程度、身体手帳 3級、療育手帳Ｂ、精神手帳 2級 
7 

上記以外で必要と思われるもの 4 保育短時間 

第 5号 災害復旧 災害復旧 

震災、風水害、火災、その他の災害復旧のため保育ができない

場合 

※基準指数は第 1号の細目の基準に基づくもの 

3～10 
保育短時間 

保育標準時間 

第 6号 求職活動 求職活動 求職活動を継続的に行なっている場合（起業の準備も含む） 3 保育短時間 

第 7号 

就学・ 

職業訓練等 

 
※月 64時間以上 

学校・職業訓練校等への

通学 

1か月 160時間以上 9 

保育標準時間 1か月 140時間以上 8 

1か月 120時間以上 7 

1か月 100時間以上 6 

保育短時間 1か月 80時間以上 5 

1か月 64時間以上 4 

第 8号 虐待・ＤＶ 

虐待・ＤＶ 

※公の機関に相談等をし、適当と認

められた場合 

虐待・ＤＶが認められる場合（緊急度:高） 10 

保育標準時間 虐待・ＤＶが認められる場合（緊急度:中） 9 

虐待・ＤＶが認められる場合（緊急度:低） 8 

第 9号 町認定 

養育支援 

※虐待・ＤＶ以外の社会的養護 

※公の機関に相談等をし、適当と認

められた場合 

支援度（高） 10 

保育標準時間 支援度（中） 9 

支援度（低） 8 

親不在 死亡、離婚、行方不明、拘禁等 10 保育標準時間 

その他 

前各号掲げるもの意外で保育が必要と認められる場合（保育の

必要性高） 
8～10 保育標準時間 

前各号掲げるもの意外で保育が必要と認められる場合（保育の

必要性低） 
3～7 保育短時間 
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２．児童及び世帯に対する調整指数 

児童及び家庭の状況に応じ、基準指数に加算・減算するもの。 
区分 調整項目 調整指数 

児童 

調整 

児童自身特殊事情 

児童の心身に障がい等があり加配保育士の配置が認められた

場合 

1:1 加配 + 5 

2:1 加配 + 3 

3:1 加配 + 1 

その他必要と認めた場合 上記に準ずる + 1 ～ + 5 

待機児童登録 
前年度以前より利用申込をしているが、入所保留となり待機児

童として町に登録がある者 ※利用決定後の辞退者を除く 
待機年数 1年毎に右記指数を加算 +1 

きょうだい同時申込 当該年度の利用申込時にきょうだいが同時に申込をした場合 児童 1名毎に右記指数を加算 + 1 

きょうだい入所 既に保育所等を利用しているきょうだいがいる場合 児童 1名毎に右記指数を加算 + 2 

転園希望 異なる保育所等を利用しているきょうだいが、双方の保育所等へ転園希望をした場合 + 3 

連携特例 3歳未満児専用保育所等を卒園予定で連携施設での施設利用が困難な場合 + 3 

認可外保育施設利用 
認可外保育施設を月極契約して利用している児童の場合（事業主が従業員のために設置している保

育施設の従業員枠の利用児童を除く） 
+ 2 

期限内申込 当該年度の利用申込提出期限内に申込があった場合 + 1 

利用希望日 当該年度 6月以降の利用希望日の場合 1か月毎に右記指数を減算 ‐1 

その他 上記以外で特に認められる事項 ‐10 ～ + 10 

世帯 

調整 

生活保護世帯 生活保護世帯の場合 + 3 

特別支援世帯 虐待・ＤＶ・養育支援等の特別支援が必要な世帯の場合 + 3 

父母不存在世帯 両親のいずれも監護していない場合 + 3 

ひとり親世帯（同居なし） ひとり親（母子家庭・父子家庭）世帯で祖父母等の同居がない場合 + 3 

ひとり親世帯（同居あり） ひとり親（母子家庭・父子家庭）世帯で祖父母等の同居がある場合 + 2 

単身赴任世帯（同居なし） 父母のいずれかが単身赴任している世帯で祖父母等の同居がない場合 + 2 

単身赴任世帯（同居あり） 父母のいずれかが単身赴任している世帯で祖父母等の同居がある場合 + 1 

多子世帯の児童 第 3子以降の児童の申込の場合 ＋2 

保育士世帯の児童 
児童の保護者が保育士等として町内施設に勤務している場合 + 5 

児童の保護者が保育士等として町外施設に勤務している場合 ＋2 

産休・育休明け世帯 産休・育休明けで利用申込をした場合（産休・育休明け後 6か月以内に限る） ＋2 

祖父母等支援（同居等） 
65歳未満の祖父母等の親族又はその他の者と同居（同一敷地内含む）している場合 

※支援者 1名につき右記指数を減点 
‐2 

祖父母等支援（30分以内） 
保育の支援が必要な際、30分以内に祖父母等の支援が可能な場合 

※支援者 1名につき右記指数を減点する 
‐1 

滞納者 保育所等利用料に滞納がある世帯 ※特別な事情がある場合を除く ‐20 

その他 上記以外で特に認められる事項 ‐10 ～ + 10 

 

３．指数が同点の場合の利用調整順位  

基準指数と調整指数の合計指数が同点の場合に、優先順位を判定するための基準。 

優先順位 内容 調整指数 

1 大和町に住所がある者 +16 

2 基準指数の合計が高い者 +15 

3 保育の必要量が「保育標準時間認定」の者 +14 

4 指数の減点がない者 +13 

5 

区分の優先順位が高い者  

【優先順位】 

①第 10号:町認定（親不在・養育支援等）  

 

②第 8号:虐待・ＤＶ  +12 

③第 5号:災害復旧  +11 

④第 3号:疾病・負傷・障害等 +10 

⑤第 2号:出産等 +9 

⑥第 1号:就労（居宅外就労・自営業中心者）  +8 

⑦第 4号:介護・看護 +7 

⑧第 7号:就学・職業訓練等 +6 

⑨第 1号:就労（居宅内就労・自営業協力者）  +5 

⑩第 6号:求職活動 +4 

※保護者の利用優先順位区分を以下のいずれか低い方で判定するもの。 +3 

6 利用希望月が早い者 +2 

7 世帯の状況:保育所等利用料を算定する際の市町村民税所得割額の低い順 +1 
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9.大和町病児・病後児保育施設のご案内                      
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